
ＩＰ通信網サービス契約約款の一部改正 
新旧対照 

旧 新 
 

（料金及び工事に関する費用） 

第37条 当社が提供するＩＰ通信網サービスの料金は、利用料金及び手続きに関する料

金とし、料金表第１表（料金）に定めるところによります。 

２ （略） 

（注）本条第１項に規定する利用料金は、当社が提供するＩＰ通信網サービスの態様に

応じて、利用料、回線利用料、付加機能利用料、屋内配線利用料、機器利用料及び

請求書等の発行に関する料金を合算したものとします。 

（料金及び工事に関する費用） 

第37条 当社が提供するＩＰ通信網サービスの料金は、利用料金及び手続きに関する料

金とし、料金表第１表（料金）に定めるところによります。 

２ （略） 

（注）本条第１項に規定する利用料金は、当社が提供するＩＰ通信網サービスの態様に

応じて、利用料、回線利用料、付加機能利用料、屋内配線利用料、機器利用料、ブ

ロードバンドユニバーサルサービス料及び請求書等の発行に関する料金を合算した

ものとします。 

料金表 

通則 

（料金の計算方法等） 

１ （略） 

２ 当社は、次の場合が生じたときは、利用料金（２－６（メニュー６に関する利用料

金）⑸及び⑻に規定する利用料、２－９（付加機能利用料）に規定する付加機能利用

料（同報通信機能の加算額の部分、符号蓄積機能、契約者回線等番号受信機能の加算

額の部分及びサーバ装置通信先追加機能に係るものに限ります。）並びに２－10（請求

書等の発行に関する料金の額）を除きます。）をその利用日数に応じて日割します。 

 ⑴ 

～ （略） 

 ⑹ 

（注） （略） 

３ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ （略） 

料金表 

通則 

（料金の計算方法等） 

１ （略） 

２ 当社は、次の場合が生じたときは、利用料金をその利用日数に応じて日割します。 

 

 

 

 

 ⑴ 

～ （略） 

 ⑹ 

（注） （略） 

３ （略） 

３の２ 当社は、２及び３の規定にかかわらず、次に掲げる利用料金については、日割

しません。 

⑴ 第１表第１類第１の１（適用）⑻の２（ブロードバンドユニバーサルサービス料

の適用）のイ及びエの規定により適用されるブロードバンドユニバーサルサービス

料 

⑵ 第１表第１類第１の２（料金額）２－６（メニュー６に関する利用料金）⑸に規

定するメニュー６－５に係る利用料金 

⑶ 第１表第１類第１の２（料金額）２－９（付加機能利用料）に規定する同報通信

機能の加算額及び契約者回線等番号受信機能の加算額 

⑷ 第１表第１類第１の２（料金額）２－10（請求書等の発行に関する料金の額）に

規定する手数料 

４ （略） 



新旧対照 
旧 新 

 

第１表 料金（附帯サービスの料金を除きます｡) 

第１類 ＩＰ通信網サービスに関する利用料金 

第１ 臨時ＩＰ通信網契約以外の契約に関するもの 

１ 適用 

第１表 料金（附帯サービスの料金を除きます｡) 

第１類 ＩＰ通信網サービスに関する利用料金 

第１ 臨時ＩＰ通信網契約以外の契約に関するもの 

１ 適用 

 区  分 内          容   区  分 内          容  

 ⑴ 

～ （略） 

⑺ 

 

 （略） 

  ⑴ 

～ （略） 

⑺ 

 

 （略） 

 

 ⑻ メニュー５の保 

守の態様による細 

目がタイプ２のも 

のに係る料金の減 

額 

 

（略） 

  ⑻ メニュー５の保 

守の態様による細 

目がタイプ２のも 

のに係る料金の減 

額 

 

（略） 

 

     ⑻の２ ブロードバ

ンドユニバーサル

サービス料の適用 

ア ブロードバンドユニバーサルサービス料は、メニュー

５(メニュー５―４に係るものを除きます。以下この欄に

おいて同じとします。）に係る１契約者回線ごとに適用し

ます。 

イ アに定めるほか、メニュー５に係る契約者回線に電気

通信設備（当社以外の電気通信事業者が設置したものに

限ります。）又は自営電気通信設備を接続して利用してい

る場合は、ＩＰ通信網契約者は当社に対し、次の(ア）か

ら(オ)に規定する回線数を当社が別に定める方法により

提出していただくものとし、当社はその提出していただ

いた回線数を同一のＩＰ通信網契約者ごとに合算の上、

次の算式を用いてブロードバンドユニバーサルサービス

料を適用する回線（以下「最終利用回線」といいます。）

の数を算出し、１最終利用回線ごとにブロードバンドユ

ニバーサルサービス料を適用します。 

(ア) 当社が設置したＩＰ通信網サービスと電気通信設

備（当社以外の電気通信事業者が設置したものに限り

ます。）を接続してＦＴＴＨアクセスサービス（共同住

宅等内にＶＤＳＬ設備その他の電気通信設備を設置し

て提供する場合に限ります。）をＩＰ通信網契約者が提

供している場合であって、電気通信事業報告規則第９

条第２号（様式第30の２）に基づき、総務大臣にＦＴ

ＴＨアクセスサービスの回線数を報告している場合

は、その回線数 

 

      (イ) （ア）に規定するＦＴＴＨアクセスサービスの提

供のために接続しているメニュー５に係る契約者回線

の回線数 

 



新旧対照 
旧 新 

 

(ウ) 当社が設置したＩＰ通信網サービスと自営電気通

信設備を接続してＦＴＴＨアクセスサービス（共同住

宅等内にＶＤＳＬ設備その他の電気通信設備を設置す

る場合に限ります。）を提供する場合は、当該サービス

の回線数（報告規則第９条第２号（様式30）に規定さ

れる回線数に準ずるものとします。） 

(エ) (ウ)に規定するＦＴＴＨアクセスサービスの提供

のために接続しているメニュー５に係る契約者回線の

回線数 

(オ) 当社が設置したＩＰ通信網サービスと電気通信設

備（当社以外の電気通信事業者（ＩＰ通信網契約者で

ない者に限ります。）が設置したものに限ります。）を

接続してＦＴＴＨアクセスサービス（共同住宅等内に

ＶＤＳＬ設備その他の電気通信設備を設置して提供す

る場合に限ります。）をその電気通信設備を設置した電

気通信事業者が提供している場合は、そのＦＴＴＨア

クセスサービスの提供のために接続しているメニュー

５に係る契約者回線の回線数 

最終利用回線数＝ 

(ア)に規定する回線数＋(ウ)に規定する回線数 

－（(イ)に規定する回線数＋(エ)に規定する回線数） 

＋(オ)に規定する回線数） 

      ウ IＰ通信網契約者は、イの(ア)から(オ)に規定する回線

数について、毎月末時点における数を当社からの求めに

応じて当社が別に定める日までに提出していただきま

す。 

 

      エ IＰ通信網契約者は、IＰ通信網契約者の責に帰すべき

理由により、イの（ア）に規定する回線数とＩＰ通信網

契約者が総務大臣へ報告する回線数に乖離が生じたこと

等に起因して、当社が負担する第二種負担金（事業法第

110条の５に規定するものとします。）の算定対象となる

回線数がア及びイの規定によりブロードバンドユニバー

サルサービス料を適用する回線数を上回った場合には、

その差分に係るブロードバンドユニバーサルサービス料

を負担していただきます。 

 

      オ ブロードバンドユニバーサルサービス料は、令和８年

３月１日から令和８年３月31日までの期間において適用

します。 
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 ⑼ 

～ （略） 

(22) 

 

 （略） 

  ⑼ 

～ （略） 

(22) 

 

 （略） 

 

２ 料金額 

２－１ 

～  （略） 

２－４ 

２―５ メニュー５に関する利用料金 

２－５－１ 利用料 （略） 

２－５－２ 加算額 （略） 

 

２ 料金額 

２－１ 

～  （略） 

２－４ 

２―５ メニュー５に関する利用料金 

２－５－１ 利用料 （略） 

２－５－２ 加算額 （略） 

２－５－３ ブロードバンドユニバーサルサービス料 

 １契約者回線又は１最終利用回線ごとに月額 

     区     分 料  金  額  

 
 

   
ブロードバンドユニバーサルサービス料 

２円 

(税込価格 2.2円) 

 

  

２－６ 

～  （略） 

２－10 

 

２－６ 

～  （略） 

２－10 

 

 
 
   附 則（令和７年12月19日東営企第000200000732号） 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、令和８年１月１日から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの

料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 


